
 

 

 

 

平成２６年度 

 

福岡県ふぐ処理師試験問題 

 
 

  試  験  科  目  

 

 衛生法規 ・ 食品衛生学 ・ ふぐに関する知識 

 

 

 

    受験上の注意 

 

１ 試験時間は、午前９時４０分から１０時４０分までの１時間午前９時４０分から１０時４０分までの１時間午前９時４０分から１０時４０分までの１時間午前９時４０分から１０時４０分までの１時間です。 

 

２ 解答は解答用紙に記入してください。 

  試験開始後ただちに、解答用紙に受験番号と氏名を記入するとともに、試

験問題のページ数を確認してください。 

  試験問題は３科目合計で６ページです。 

 

３ 退室は１０時１５分から認めます。 

  他の人の迷惑にならないよう静かに退室してください。 

 

４ 解答用紙は持ち帰ることはできませんが、試験問題は持ち帰ることができます。 

 

５ 不正行為があれば、受験そのものが無効となります。 

 

６ 解答用紙の解答欄には答えを１つずつ記入してください。２つ以上記入すると、その解

答は無効になります。 

 

 

 
 

   試験開始の合図があるまで開いてはいけません。   
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【１ 衛生法規 】 

 

問１ 食品衛生法に関する次の文の（  ）の中から最も適当なものを選び、その番号を解答

用紙の解答欄に記入しなさい。 

(1)   この法律は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の（①財産 ②生命 

③健康）の保護を図ることを目的としている。 

(2)  この法律で食品衛生とは、食品、（①医薬品 ②添加物 ③化学物質）、器具及び容器

包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。 

(3)   人の健康を損なうおそれがない場合として（①知事 ②消費者庁長官 ③厚生労働大

臣）が定める場合を除いて、（①有毒 ②危険 ③特殊）な、若しくは有害な物質が含ま

れ、若しくは付着し、又はこれらの疑いのある食品等の販売等を禁止している。 

(4) 表示の基準が定められた食品等は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販 

売の用に供するために陳列し、又は営業上（①使用 ②加工 ③保存）してはならない。 

(5) 食品衛生監視員は、食品衛生に関する指導等を行うため、営業施設に立ち入り、（①有 

償 ②無償 ③原価）で食品等を収去することができる。 

 

問２ 福岡県食品衛生法施行条例で定められている公衆衛生上講ずべき「管理運営の基準」に

関する次の文の（  ）の中から最も適当なものを選び、その番号を解答用紙の解答欄に

記入しなさい。  

(1) 手洗設備には、手洗いに適した洗浄剤、爪ブラシ、ペーパータオル、（①給湯器 ②温 

風乾燥機 ③消毒薬）等を備え、常に使用できる状態にしておくこと。 

(2) 水質検査等により、使用水が（①手洗い用 ②掃除用 ③飲用）に適しないことが判明 

したときは、直ちにその使用を中止し、適切な措置を講じること。 

(3) 施設で取り扱う食品等の量は、施設及び設備の規模や能力、食品等を取り扱う者の 

（①人数 ②役職 ③給料）等に応じた適切なものであること。 

(4) １回に５０食以上の食事を提供する旅館、弁当屋、仕出し屋等にあっては、検食を食事 

提供後（①４８時間 ②７２時間 ③９６時間）以上冷蔵保存すること。 

(5) 営業者は、食品取扱施設ごとに、食品取扱者のうちから（①食品衛生責任者 ②食品衛 

生管理者 ③施設管理者）を定めておくこと。 

(6) 営業者は、消費者に対し、販売した食品等の（①安全性 ②品質 ③産地）に関する情 

報の提供に努めること。  

 

問３ 福岡県ふぐ取扱条例及び同条例施行規則に関する次の文の（  ）の中に、下記の語群 

から最も適当な語句を選び、その番号を解答用紙のアからクの解答欄に記入しなさい。 

(1) この条例は、食用に供するふぐの取扱いについて、衛生上必要な規制を行い、（ア）に

よる食中毒を防止することを目的とする。 
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(2)  「処理」とは、ふぐの卵巣、（イ）、胃、腸その他の毒性のある部分を除去することを 

いう。 

(3)  ふぐは、処理したものでなければ、これを販売してはならない。ただし、食品衛生法第 

５２条第１項の規定による営業の許可を受けた魚介類販売業者や、この条例第４条に規定

する（ウ）、（エ）等一部の定められた者に対して販売する場合は、この限りではない。 

(4)   ふぐ処理師でない者は、ふぐの処理に従事してはならない。ただし、ふぐ処理師の（オ） 

のもとに、その（カ）を受けて処理に従事する場合は、この限りでない。 

(5)  知事は、ふぐ処理師が免許証を他人に譲渡し、又は貸与したときは、免許を取り消    

し、又は期間を定めてその業務の（キ）を命じることができる。 

(6)   ふぐ処理師が免許の取消処分を受けたときは、（ク）以内に当該免許証を知事に返納し 

なければならない。 

 

〔語 群〕 

①飲食店営業者  ②了解  ③精巣  ④ふぐの加工業者  ⑤背びれ  ⑥指示 

⑦助言  ⑧肝臓  ⑨微生物  ⑩ふぐ処理師を雇用している者  ⑪立会い 

⑫停止  ⑬改善  ⑭ふぐ毒  ⑮３日  ⑯５日  ⑰１０日 
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 【２   食品衛生学 】 

 

問１ 次の文の（  ）の中に、下記の語群から最も適当な語句を選び、その番号を解答用紙

のアからコの解答欄に記入しなさい。 

 (1) 食中毒の主な原因は細菌であり、夏季を中心に多く発生するが、冬季についても（ ア ）

による食中毒が多発している。 

 (2) 細菌による食中毒予防の３原則である、（ イ ）、（ ウ ）、冷却又は加熱がすべて守

られることで食品の安全性が確保される。 

 (3) 食品に対する放射線の使用は、（ エ ）の（ オ ）のみ認められている。 

(4） 冷蔵庫内に食品を詰め込むと、庫内の空気の循環が悪くなり、（ カ ）のほうは全く冷

えないということになる。また、冷凍庫内の温度は（ キ ）以下に保つことが必要である。 

 (5) カビの中には人体に有毒となる（ ク ）を産生するものも少なくないため、十分注意す

る必要がある。 

(6) ノロウイルスは、食品中で（ ケ ）、ノロウイルスに汚染されたカキなどの二枚貝を生、

あるいは加熱不十分なまま食べた場合や、調理人が感染していて、糞便や吐物から手指を

介して汚染した食品を食べた場合に食中毒が発生する。潜伏期間は通常（ コ ）である。 

 

  〔語 群〕 

 ①増殖し    ②－５℃      ③迅速    ④ばれいしょ（ジャガイモ） 

  ⑤熟成     ⑥下段       ⑦－１５℃  ⑧複雑 

  ⑨24～48時間   ⑩発芽防止     ⑪清潔     ⑫真菌 

  ⑬玉ねぎ     ⑭変色防止     ⑮増殖せず  ⑯ウイルス 

  ⑰0.5～6時間  ⑱アフラトキシン  ⑲上段     ⑳テトロドトキシン 

 

問２ 次の文の（  ）の中から正しいものを選び、その番号を解答用紙の解答欄に記入し 

なさい。 

 (1) 細菌性食中毒には、感染型と毒素型の二つの型があり、毒素型の食中毒を起こす細菌と

しては、ボツリヌス菌、（①ぶどう球菌 ②サルモネラ ③カンピロバクター）、ウエル

シュ菌等がある。 

 (2) 洗浄により、微生物の絶対数を減少させ、また、微生物の栄養源の除去を行うことによ

り（ ①加熱 ②殺菌 ③調理 ）作業を効率的に行うことができる。 

 (3) カンピロバクターは種々の動物の腸管に分布し、特に（①豚 ②鶏 ③牛）の保菌率が

高い。 

 (4) ウエルシュ菌は、熱に強い芽胞を作り、（①凍結 ②加熱 ③冷却）の刺激で発芽し、

他の細菌が死滅した後、競合する細菌のいない状態で爆発的に増殖する。  

 (5) サルモネラは自然界に広く分布しており、（①鶏卵を主体とする畜産物及び畜産加工品

②魚介類 ③いずし）が食中毒の原因食品なることが多い。  
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問３ 次のＡ群と関係の深いものをＢ群から選び、その番号を解答用紙のアからオの解答欄に

記入しなさい。 

    〔Ａ群〕                     〔Ｂ群〕 

 (1) 有毒植物        （ ア ）        ①ゴマ 

                          ②ヒ素 

 (2) イタイイタイ病    （ イ ）        ③カドミウム 

④二枚貝 

 (3) 腸管出血性大腸菌   （ ウ ）        ⑤シガテラ毒 

⑥チョウセンアサガオ 

 (4) 水の消毒       （ エ ）        ⑦次亜塩素酸ナトリウム 

⑧有機水銀 

 (5) 貝毒         （ オ ）        ⑨グルタミン酸ナトリウム 

⑩ベロ毒素 
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【３ ふぐに関する知識 】 

 

問１ 次の文のうち、正しいものには○印を、誤りが含まれるものには×印を、解答用紙

の解答欄に記入しなさい。 

 (1)  ふぐ毒は、ふぐ類特有の毒であり、ふぐ以外の動物からふぐ毒は見つかっていない。 

 (2) ふぐの口ばしは、ほとんど皮で筋肉は少ないため、その取り扱いは、ひれと同様の

取り扱いとする。 

(3)  ふぐは、トラフグとカラスの中間種のような個体が出現することがあるので、これ

らのふぐについては、両種のどちらも可食とされている部位のみが可食部位となる。 

 (4)  一般消費者に対し、未処理のシロサバフグを販売することは、食品衛生法違反とは

ならない。 

 (5)  ふぐの腹腔や内臓にはアニサキスが寄生していることがあることから、内臓を除去

した後、よく洗浄することが重要である。 

 

問２ 次の表はふぐの特徴を示したものです。下記の語群から左欄に該当するふぐの種類

を選び、その番号を解答用紙のアからオの解答欄に記入しなさい。 

 

ふぐの 

種類 
背皮の色 

小棘(トゲ)

の有無 
斑紋とひれの特徴 

ア 
明るい茶

色 
なし 

胸びれの後方に黒紋がある。黒紋の周

囲は白く縁どられた菊の花模様となっ

ている。 

イ 暗緑褐色 なし 
胸びれの後方に大きな黒紋がある。 

臀びれは黄色。 

ウ 暗緑色 
背・腹面に

小棘密生 

尾びれの上下端は白色で、体側は銀又

は、金光色となる。 

尾びれの中央は、やや突出している。 

エ 暗青色 なし 
体に小棘はない。 

腹面に粒状突起が線上に並んでいる。 

オ 赤褐色 なし 

各ひれの色は、共に赤褐色である。 

背面、側面に黒色の小斑点が散在して

いる。 

 

〔語 群〕 

①カラス  ②カナフグ  ③マフグ  ④クロサバフグ 

⑤ナシフグ  ⑥ヨリトフグ  ⑦サンサイフグ  ⑧コモンフグ 

⑨アカメフグ  ⑩シロサバフグ 



6 

 

問３ 次の文の（   ）の中から最も適当なものを選び、その番号を解答用紙の解答

欄に記入しなさい。 

(1) 長期間塩蔵処理することにより人の健康を損なうおそれがないと認められるふぐ

の部位は、その毒力がおおむね（①1MU/g以下 ②5MU/g以下 ③10MU/g以下）とな

った卵巣及び皮である。  

(2) ふぐ毒テトロドトキシンを生成するのは、（①ウイルス ②クラミジア ③細菌）

である。 

(3) ふぐ中毒の食後発症までの時間（潜伏時間）は（①０～４時間半 ②８～１２時

間 ③２４～４８時間）である。 

(4) 岩手県越喜来
お き ら い

湾及び釜石
かまいし

湾並びに宮城県雄勝
お が つ

湾で漁獲された（①ゴマフグ ②コ

モンフグ ③メフグ）及びヒガンフグは食用に供してはならない。 

(5) クサフグの産卵期は、（①１～２月頃 ②５～６月頃 ③９～１０月頃）である。 

 

問４ 次の表のふぐの各部位について、可食部位である場合は○を、可食部位以外であ

る場合は×を、解答用紙の解答欄に記入しなさい。 

 

   部 位 

 

種 類 

 

精 巣 

 

皮 

 

筋 肉 

 

肝 臓 

 

ひ れ 

ハリセンボン      

ヨリトフグ      

カラス      

シマフグ      

サンサイフグ      

 

 

 

 

学科試験問題は以上で終了です。 

    

    

解答は、回答用紙に記入してください。解答は、回答用紙に記入してください。解答は、回答用紙に記入してください。解答は、回答用紙に記入してください。    


